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外商投資企業設立手続に関するフローチャート（外商投資参入特別

管理措置の分野（ネガティブリスト）に該当する場合） 
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プロジェク

トによって

必要な場合 

のみ 

申請 3 日以内に登録 
意見回答 

申請 
外国投資者による「ネガテ

ィブリスト」制限類申請資

料の提出、許可証取得 

 

１
カ
月
以
内
に
手
続
完
成 

「ネガティブリスト」の管轄政府

機関 

工商登記、営業許可証取得 

設備据え付け、試験生産 

生産開始 

市場監督管理部門 

企業コード※1 

税関登記 

税務登記※1 

銀行口座開設 

発展改革委員

会、商務局等

の管轄当局に

許可申請・届

出 

 

公印･公安局 

企業名称登録 

「企業登記前置許可事

項目録」の管轄政府機関

に許可申請、許可証取得 

プロジェクトによって 
許可取得までの期間が異
なる 

市場監督管理部門に設立登

記申請 

申請と同時に外商投資企業

設立備案情報をオンライン

で一括送信・報告 

商務部のプラットフォームに

共有、各地の商務部門がプラ

ットフォームで情報を確認 

※1 

従来、市場監督管理局、税務局、質検局、

社会保険部門、統計部門の 5部門より異な

る証書を交付（すなわち、市場監督管理局

が営業許可証を、質検部門が組織機構コー

ド証書を、税務局が税務登記証書を、社会

保険部門が社会保険登記証を、統計部門が

統計登記証を交付）していたが、2016年 10

月 1日より全国において「五証合一」、す

なわち「1 つの証書に 1 つの番号を割り当

てる」登記業務が実施されている。 

「企業登記前置許可事項目

録」に該当する場合のみ 
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プロジェク

トによって

必要な場合 

のみ 

「企業登記前置許可事項目

録」に該当する場合のみ 

１
カ
月
以
内
に
手
続
完
成 

工商登記、営業許可証取得 

設備据え付け、試験生産 

生産開始 

企業コード※1 

税関登記 

税務登記※1 

銀行口座開設 

3 日以内に登録

意見回答 

申請 

※1 

従来、市場監督管理局、税務局、質検

局、社会保険部門、統計部門の 5部門

より異なる証書を交付（すなわち、市

場監督管理局が営業許可証を、質検部

門が組織機構コード証書を、税務局が

税務登記証書を、社会保険部門が社会

保険登記証、統計部門が統計登記証を

交付）していたが、2016年 10月 1日

より全国において「五証合一」、即ち

「1つの証書に 1つの番号を割り当て

る」登記業務が実施されている。 

市場監督管理部門 

公印･公安局 

企業名称登録 

市場監督管理部門に設立登

記を行う際、外商投資企業設

立備案情報をオンラインで

一括送信・報告 

「企業登記前置許可
事項目録」に該当し
ない場合 

商務部のプラットフォームに

共有、各地の商務部門がプラ

ットフォームで情報を確認 

「企業登記前置許可事項目録」
の管轄政府機関に許可申請、許
可証取得 

発展改革委員

会、商務局等

の管轄当局に

許可申請・届

出 


